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                                １０：００開議  

 

○ 中川雅晶委員長 

 おはようございます。それでは、定刻を過ぎましたので、障害者差別解消条例等調査特

別委員会を開催させていただきます。 

 まず、樋口委員が少しおくれられるというふうにお伺いさせていただいておりますので、

ご報告させていただきます。 

 また、市民の方、３名傍聴いただいていることをご報告させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 じゃ、インターネット中継、開始をしていただいて。 

 また、本日も手話通訳をしていただきます。お願いいたします。 

 それではというか、本日、実は三重県議会の障がい者差別解消条例策定調査特別委員会

も開催をされるというふうに伺っております。条例骨子案については議論されて、きょう、

条例案の骨子案について議論されるということもお伺いをさせていただいています。三重

県議会の前回の資料については入手させていただいておりますので、皆さんのタブレット

のほうに三重県議会の資料のほうも添付をさせていただいていますので、ご参考いただけ

ればというふうに思っております。 

 それでは、本日は、事項書のとおり、条例素案について、前回の条例素案の修正案、そ

れから正副の前文案について、そして条例の名称について、この辺を議題とさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず、第１点の条例素案について。 

 前回の委員会で正副の条例素案をお示しをさせていただいて、皆さんからさまざまご意

見をいただきました。今回は、その検討項目として預かりをさせていただいた事項につい

て正副で整理をさせていただきましたので、資料として、その修正の部分の資料のほうを

配付させていただいておりますので、ご確認いただければというふうに思います。 

 また、前文案についても配付しておりますので、後ほど説明をさせていただきますが、

まずは、前回いただいたさまざまな意見と、それからまた、関係部局からご意見をいただ

いたところで正副で協議をさせていただいて、きょう、修正をさせていただいた箇所とし

て皆さんの前へ提示をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず、修正箇所。四日市市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例
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素案の修正箇所と書いてある資料のほうを、お手元に準備していただけますでしょうか。 

 今回、正副で、前回の素案と違うところというのは、第４条、それから第５条、第14条、

第16条、第17条、第18条、第23条という形で修正をさせていただきましたので、これから

説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず、第４条、市の責務の部分でございます。 

 第４条に関しましては、第２項の解説の部分を少し修正させていただきました。その部

分だけ少し読み上げさせていただきます。 

 研修を行うに当たっては、例えば歩く、物を見る、音を聞くといった体の動きや機能を

制限した状態を体験するなど、実際に日常生活の中にどのような不便さがあるのか、それ

ぞれの場面で必要な手助けや工夫は何かなど、障害者の立場に立って考え、理解を深める

ことが大切ですと。さらに、外見からは気づきにくい病気や障害を知らせるシンボルマー

クについての普及啓発を行うことも必要となります。困っている障害者に声をかけやすい

環境づくりを進めることは、これからの市の重要な役割の一つと言えますという形で解説

部分を修正させていただきました。 

 それから、第５条ですが、第５条はまず、市民等及び事業者の役割として、第５条、市

民等及び事業者は、障害を理由とする差別をしてはならないという条項を追記させていた

だいて、したがいまして、その条項の項の部分を少し、２、３、４と条項ずれという形で

修正させていただいて、なおかつ４項におきまして、４項の、事業者は、障害の特性に応

じて、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮を行い、障害者が利用しやすいサ

ービスの提供及び障害者の雇用の安定を図るための環境整備を図るよう努めるものとする

とさせていただいて、解説の部分の第１項もあわせて、第１項関係、四日市市部落差別を

はじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例第３条には、あらゆる差別の禁止を

市民の責務として定めており、その中には障害を理由とする差別も含まれています。国際

的には、国際連合において障害者の権利に関する条約が採択され、国においては、この条

約の締結に向けた国内法の整備を進め、障害者基本法の改正や障害者差別解消法を制定し、

国内外において、障害を理由とする差別の解消を特段の課題として捉えています。本市は

これまでも、あらゆる差別をなくすために、市民や事業者と一丸となって取り組んできま

したが、こうした国内外の障害を理由とする差別解消に向けた流れもさらに踏まえながら、

より一層、障害を理由とする差別をなくす取り組みを進める必要があると考え、この項で、

市民等、事業者の役割として、障害を理由とする差別を禁止する規定を定めることとしま
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した。 

 ２項、３項という形で条項ずれがありまして、第４項におきまして、２段落目のところ

ですが、本市は、日本有数の産業都市として今日の発展を築いてきましたが、その長い道

のりの過程においては公害をはじめとする人権にもかかわる悲しい経験がありました。そ

の後、環境と人権に配慮した事業活動が継続して行われてきた結果、産業の発展と環境保

全が両立したまちづくりが進み、平成７年９月には、快適環境都市四日市市を宣言するま

でに至りました。障害者と障害のない人がともに支え合って暮らしていくことのできる社

会の実現は、事業者の皆さんが、障害の状態に応じた合理的配慮を提供し、障害者が利用

しやすいサービスの提供や、障害者の声を聞いて、どのような仕事内容であれば無理なく

できるのか、一緒に考えながら、障害者が働きやすく、安心して働き続けることができる

環境整備に積極的に努めていただくことで、より確実なものとなっていきますという説明

に変えさせていただきました。 

 それから、次は、第14条のところで、各号という文言については、いま一度、事務局と

法制執務上の観点から精査して、削除をさせていただきました。 

 それから、第16条でありますが、医療、介護に関する合理的配慮についてですが、民生

委員、児童委員の役割は、住民への相談対応や必要な情報提供、福祉に関する事業者等と

の連携、関係する行政関係機関への協力などがその役割として法律で定められているとこ

ろであり、この条例では同様の趣旨であって、さらに明記すると必要以上に心理的に負担

がかかってしまうのではないかという執行部からの話がありましたので、民生、児童委員

という記載は削除し、見送りをさせていただいたというところでございます。 

 解説の部分におきましても、医療や介護が必要になったときには、市だけではなく、障

害者相談支援事業所や在宅介護支援センターがあるほか、地域には身近な相談役として、

民生委員・児童委員がいます。自分や家族、友人など親しい人が障害により医療や介護を

受ける必要が生じた場合、障害を理由とする差別を受けることのないよう、市は、福祉サ

ービス事業者や保健、医療従事者、その他の関係者と十分に情報交換するなどの連携を図

り、合理的配慮の取り組みが進むよう支援に努めるものとしていますという逐条解説に変

えさせていただきました。 

 それから、17条でございますが、この項では、福祉、住まいに関する合理的配慮の17条

において、市営住宅における合理的配慮、そして民間住宅を借りやすいようにするための

合理的配慮という二つの要素が入っていますので、それぞれの意図が伝わりやすいように
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正副で検討をさせていただいて、整理をさせていただきました。 

 特に第３項におきまして、市は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことが

できるよう、市営住宅においては障害者にとって必要な住戸の確保、民間共同住宅におい

ては不動産事業者等と協力して、その賃借が円滑に行われるための必要な支援に努めるも

のとするという形で条文を変更させていただき、第３項につきましても、障害の有無にか

かわらず、安定した生活をするためには、生活の基盤となる住宅の確保が必要となります。

しかし、障害の特性等によっては経済面からそれが難しい場合もあります。そのため、市

は、市営住宅において、段差の有無や設備の配慮を行いながら、住宅に困窮する障害者に

とって必要な住戸を確保するよう努めるものとしていますという形で変更をさせていただ

きます。また、住宅セーフティネット制度の活用を促進し、民間共同住宅の賃借が円滑に

行われるよう、不動産事業者等と協力して、必要な支援に努めるものとしています。さら

に、障害者の入居に際しては、福祉メニューを活用して、障害の特性に応じた障壁を取り

除くことができるよう支援に努めるものとしていますという形で、逐条解説のほうも変更

させていただきました。 

 それから、18条におきましては、18条、交通、公共施設に関する合理的配慮でございま

すが、近年、公共交通事業者では人員削減が進み、困っている人への配慮や工夫といった

サポートであっても事前に申し出てもらう必要がある場合などがあるなど、対応はしてい

るものの厳しい状況となっているとの執行部からの話がありましたので、まず、手助けや

配慮、工夫といったソフト面を強調するために解説を整理させていただきました。 

 また、公共事業者においては、ハード整備においても国の指針に基づいて進めていくと

いうことを聞き及んでおりますので、参考まで、現在の国の指針の状況を記載させていた

だいております。 

 逐条解説の中段部分のところですが、公共交通機関は不特定多数が利用することから、

障害者にとって必ずしも利用しやすい状態にあるとは限らないため、障害者が円滑に利用

するためには、車椅子を押す、移動の手助けをするといった配慮や工夫、スロープ、手す

りを設置するなど環境の整備が必要です。現在、国の指針では、１日当たりの利用者数が

3000人以上の駅が施設整備の対象とされていますというところを加えさせていただいたと

ころでございます。 

 それから、第23条ですが、合理的配慮の提供に係る普及啓発で、第23条、市は、市民等

及び事業者の行う合理的配慮の提供に関する取り組みが促進するよう、合理的配慮の取り
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組み事例に関する情報の収集、整理、提供及び普及啓発を行うものとするという形に文言

のほうを少し変えさせていただきました。 

 合理的配慮の提供に関する普及啓発は、努力義務ではなく、市は積極的に普及啓発する

べきものであるということのご意見をいただいたので、行うものとするという形で修正を

させていただいたところでございます。 

 それからあと、修正を行わなかった部分として、第６条、身近で誰もが相談しやすい体

制の整備、第１項の解説部分について、相談しやすいだけではなく、相談の結果、相談者

の納得や満足につながるよう対応が求められているのではないかという意見がありました

が、この点につきましては、条例制定後の運用面において重要な視点であるため、委員会

の最終報告に記載をさせていただきたいというふうに考えております。 

 また、条例の中に、差別解消に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ず

る旨の条文を追加すべきではないかという意見もいただきました。市が施策を実施するに

当たり、必要な予算の確保は不可欠であり、重要な指摘ではございます。 

 本条例では、このことについて、第４条第１項で四日市市障害者計画に差別を解消する

ための施策を定めることを規定しております。この障害者計画は、障害者に関するさまざ

まな施策や事業を具体的に定めていくものであり、それぞれの事業には予算を伴うことか

ら、財政上の措置を講ずるという意図も第４条第１項に包含するものと理解いただければ

と思います。 

 以上のように修正案を作成させていただきました。というのが、今回の修正をさせてい

ただいた正副案でございます。 

 まず、この修正をさせていただいたところから、皆さんのご意見、または質問等をお受

けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

○ 森川 慎委員 

 よろしくお願いします。 

 第５条、差別をしてはならないという項目を、市民等及び事業者は障害を理由とする差

別をしてはならないとつけ加えていただいたんですが、これだと市とかは入ってこないの

かなということがあるのと、もっと差別の禁止ということで条を起こしてもらって、市の

責務や市民等及び事業者の役割という、もっと上位に来てほしいなというのが思いなんで

すが。もっと包含して差別をしないという、事業者や市民に限るのではなくてもっと何人
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もというような、そういう、もうちょっと高い理想というか、そんなことをうたってもら

ったほうが、ほかの、今、三重県議会の資料なんかを見せてもらっても、差別の禁止とい

う項目を特出しで出してもらっているので、こういうのに準ずるような形のほうがいいの

ではないかなと個人的には思います。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 というご意見もありますが、どうでしょうか。 

 市はこれはもう、差別してはならないというのはもう当たり前で、絶対そうなんです。

それを推進していかなきゃならないという立場で、もう規定以上の大前提であるというの

は一つありますし、この間も少し議論になったように、市には、部落差別をはじめとする

あらゆる差別を無くす条例というのを、前回のお示しをさせていただいたところの基本理

念のところに置かせていただいて、そもそもそういう条例を持っていて、もちろん障害者

差別解消法もそういう地方公共団体に対して民間事業者以上に差別をしてはならないとい

う義務規定が、また合理的配慮も努めるという義務規定というのが明記をされております

ので、法的にはこれで問題ないのかなって思うのですが、より市民と、それから事業者に

とって、障害者差別解消法では努力義務的なところを含めて、なるべくじゃなくて市がそ

ういった障害を理由とする差別をなくす推進をしていくに当たって、このところで市民の

役割として、市民等及び事業者は、障害を理由とする差別をしてはならないという一文を

加えさせていただいたというところなんですが。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかるんですけど、でも、条例で定める以上は、やっぱりここは明確にうたっておくべ

きじゃないかなというのはずっと思っているので。 

 逆に、ここにだけ書く、市民等及び事業者は差別をしてはならないって書くんであれば、

やはりもっと包含して、全市民がというような意味合いなりを持たせていかないと、ちょ

っと条例をつくるに当たっては何か寂しいかなというか。寂しいというか、もっとやっぱ

り理想をうたうべきだと思うんですよ。もちろん差別は誰もしてはいけないというのは、

それはみんなわかっているところですけど、改めてそこでこの条例をつくっていこうとい

う中で、一番のやっぱり差別を禁止していく、差別をなくしていくというのが背骨という

か、根本の土台の考え方なので、これはあえて私はうたうべきではないかなというふうに
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考えるんですが。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 という森川委員の意見ですが、ほかの委員さんは、どうでしょうか。 

 

○ 谷口周司委員 

 ここは、いろいろ他市のところも見させていただくと、やっぱり明石市についても松江

市についても、やっぱり差別の禁止ということでしっかりと条項出しをして、文言も何人

も障害者に対しということで結構強くうたわれているところもあるので、やっぱりこれは、

他市のところを見ても、その辺はしっかりと明記をしていったほうがいいんじゃないかな

と思うところでもあります。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ほかの委員さんは、どうでしょうか。 

 正副としては、やはり、障害者差別だけではなくて、やっぱり差別に関してはあっては

ならない、根絶するというのは大切な市の理念である。それは、もう条例とか都市宣言を

見れば明確なわけです。その基本理念のところに、四日市市部落差別をはじめとするあら

ゆる差別を無くすことを目指す条例というところで、全ての障害者が障害を理由として差

別を受けず人として尊重されることを旨として行わなければならない、その趣旨にのっと

ってということで、基本理念に明確に差別のことはそもそも四日市としてはそういう歴史

で差別根絶に向けて宣言もしてきているし、条例も持っていますと。今回はあえて、障害

者差別についてさらに、障害を理由とする差別をしないというかなくしていく、その促進

をしていくという政策条例の位置づけで本条例を策定していると私は思っているので、森

川委員のおっしゃったりとか谷口委員のおっしゃっていることと、僕はもう思いとしては

全然変わらないと思うんですが。条例の書き方として、いやいや、もうほかの自治体のよ

うに、あらゆる差別を根絶すると、条文を一つ、一条使ってそのことを明記するか、基本

理念と、それから市民等及び事業者の役割のところでさらにそれを進めていくかというと

ころで、という書きぶりの違いがあるのかなとは思うんですが。 

 おっしゃっていることは全くそのとおりです。明石市やほかの条例と趣旨は全く変わら

ないと思いますし、三重県条例もそうやって明記をされているというのも存じ上げていま
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すので。もちろん、三重県条例と本市の条例というところでという関係性と、それから、

本市にある四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例とい

うのも大切にしたいと思いますし。 

 私は、前回も申し上げたとおり、今回はこの条例で、障害を理由とする差別の解消に向

けて政策的に推進をしていくということで、この障害を理由とする差別を解消していくと

いう条例が、ほかの差別も政策的に促進されることを将来的には願って、この条例をつく

っているというところはあるというふうに思っていただければなと。 

 いかがですか。もう僕は森川さん、おっしゃるとおりやと思って条項を入れたので。 

 

○ 森川 慎委員 

 今、委員長の言ってもらったこともそれは同意見ですけど、それと、差別を何人もしな

いみたいなことをつけ加えることとは、考えというか、条例の中で何か対立することでは

ないので、今のお考えの上でつけてもらっても別に問題ないんじゃないかなって個人的に

は思うんですけど。 

 あえてこれを新しく議員発議で出していく中で、市民の人にもやっぱり見ていってもら

うというか参考にしていってもらうという中では、やはり、改めて障害を理由として差別

をしてはいけないということは高らかにこの中でうたっていかなければならないのではな

いかなと個人的には思っているので、ぜひご配慮いただければと思うんですが。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 森川委員の話はよくわかります。 

 ほかの委員さん、どうですかね、その辺。 

 

○ 中村久雄委員 

 私は、前も話したように、四日市が部落問題等々を差別のやつを持っている、また人権

都市宣言もしているという中で、四日市市は、そういうところに取り組んだ上での今回の

委員長のおっしゃるような障害を理由とする差別の解消の制定なので、きょうの資料の４

ページに、ここまではっきりとそのことも、こういう土台があっての四日市の今回の条例

だよということを明確にしているので、私はこの案がいいかなというふうに感じます。 

 以上です。 
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○ 中川雅晶委員長 

 他の委員さん、どうですか。 

 

○ 荒木美幸委員 

 私も、今、中村委員おっしゃいましたけど、さまざまな今まで四日市市が取り組みをし

てきた中で、差別をしないということはもうあくまでも大前提である上で、今回の条例と

いうのは合理的配慮をどのように市が取り組んでいくのかというところがメーンディッシ

ュなのかなというふうに感じていますので、私もこのままでいいのかなと思います。 

 今、森川委員のおっしゃったようなことをもし明文化ということであるならば、この後、

前文というか前文の内容も検討するかと思いますが、その中にそういったエッセンスをち

ょっと入れていくとか、そういう書きぶりではいけないのかなというのをちょっと思うん

ですが。 

 これは意見として。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかの委員さんの意見。 

 石川委員、何か。 

 

○ 石川善己委員 

 私は、前のときにもちょっと同じような議論で話をさせてもらったんですけど、極力当

たり前のことは書き込まないことがいいのかなと思っている主義なものですから、いじめ

のときもというような話も前回させていただいた中で、あえて書かないほうがいいのかな

という個人的な意見は持っています。 

 入れ込むのであればここではないところなのかなと、さっき荒木委員おっしゃったよう

なところなのかなという気はするんですが、極力、大前提としてあるものについては書か

ないというほうが好ましいかなと私は思っています。 

 

○ 中川雅晶委員長 
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 他に、この箇所でご意見のある委員さんのご意見を賜りたいというふうに思うんですが。 

 森川委員のおっしゃっていること、本当に僕と同じ思いなんです。書きぶりだけの話で。

市民等及び事業者の役割のところだけになぜ明記をするのかというと、市民とか事業者に

対してそのことを求めるということは、市はもう当然の話で、それを市民と、それから事

業者に求めて。市が障害を理由とする差別なんかしていたらこれは大変なことになります

ので、条例違反という形という観点もあるし、そもそも上位法に、もうもともと持ってい

る条例というのも少し大切にしたいなという思いもあって、そういう書きぶりをさせてい

ただいたというところなんですが、どうでしょうかね。悩むところですかね。 

 条文の書き方として、それを一条に明記すると、もともとある条例にも書かれている部

分というところ、やっぱりこういう書き方をしたほうが少しテクニック的に条例の書き文

としてきれいにおさまるのかなという部分が正直なところはあると思うので。おっしゃっ

ている意味というのは、もう全くそのとおりだというふうに。この条例でやっていこうと

していることに、何らそんなに変わりはないとは思うんですが。 

 じゃ、これ、なかなかすぐには結論が出ないのであれば少し置いておいて、違うところ

からも、別のところのところも、ご意見いただければと思います。 

 

○ 中村久雄委員 

 ７ページの医療、介護に関する合理的配慮のところですけど、この中ほどの第１項の、

自分や家族、友人など親しい人が障害によりを、これを削除なんですね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 はい。 

 

○ 中村久雄委員 

 そのときに、主語が誰にかかっているのやというのが、ちょっと文章的に、文法的にど

うなのかなと思って。まだ、誰しもがとかいうふうな文言をつけたほうが、文章として。

内容的には全然問題ない。いいと思うんですけど。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 文法上おかしいということですか。 
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○ 中村久雄委員 

 うん。だから、その前の文章を読んだらそこは続いているんですけれども、消したとこ

ろには、自分や家族、親しい人がというのが入っておったので、誰にかかるのかなという

のがあるんじゃないかなというふうなところを、国語力の弱い中村が感じるわけですけれ

ども。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 いや、僕も弱いですけど。 

 

○ 中村久雄委員 

 だから、誰しもが医療や介護が必要になったときには市だけでなくとかいうふうに続い

たほうが、文章としてすっきりするかなと。これ、消すんですね。この下のほうには、ま

だ自分や家族、友人などがありますけど。 

 と感じたんですけど、どうでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 わざわざ自分や家族や友人など親しい人がと書かなくても、条文から見たら、障害者で

あったりとか必要になった人が医療や介護が必要になったときには、市だけやなくて、こ

ういう相談支援事業所や在宅介護支援センターがあるほか、地域の身近な相談役として民

生児童委員がいますということで、あえて余りここに障害……。でも、そもそもは障害者

の医療や介護に関する合理的配慮というところの条文なので書かなかったと。その下には、

自分や家族や友人などの親しい人が障害により医療や介護を受ける必要が生じた場合って

書いているので、二つ書くか、下に書いているのに何で上を外しているのかというところ

のご意見ですよね。 

 

○ 中村久雄委員 

 二つかかってくるので上を排除したということですかね。どういう意図で排除、削除し

たところは。 
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○ 中川雅晶委員長 

 削除したというのは……。 

 

○ 中村久雄委員 

 医療や介護が必要になったときにいろんなサービスを受けられるというのは、これはも

う誰しものことなので。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 二重線で打ち消してもらった、障害によりだけを復活させたら、それで済んでいくんじ

ゃないかなと思うんですけれども。 

 それでどうです、中村さんも。そんなに難しい話、障害により必要になったときでいい

じゃないですかと思うんですが。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 それでいいですかね。わかりました。障害により医療や介護が必要になったときには、

市だけでなく。下の、自分やのところも、そのままでいいですかね。これは、まあ、いい

かな。意図は、もう……。 

 

○ 中村久雄委員 

 今の樋口さんの意見でいいと思います。２段目に、人は誰しも年を取ればという文言に

続いて、障害により医療や介護が必要になったときで、下の段の、自分や家族、友人など

親しい人がというのは、これは、身近に感じられる誰しもがというところに、そこへ含ん

でいると思いますので、感じられますので、もうこのままで、これでいいかなというふう

に思います。 

 以上。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 僕の考えですけど後の私、その前の文章が、今後、高齢化社会がますます進んで平均寿

命が年々延びていく中、身体障害を抱える人の数がふえることが予想されますと。人は誰

しも年をとれば身体機能が低下し、いつ何どき、事故や疾病によって心身の機能に障害が
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生じるかわかりません。ここで障害が入っているので、障害によりでもおかしくはないの

かな。なくてもおかしくはないかなと思います。 

 これ、ちょっとまた、文法上のことで、内容は別にそんな……。 

 

○ 中村久雄委員 

 段落を変えずに、そのまま続けたらいいかなと。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 段落、変えずに。上の段落ということですか。 

 

○ 中村久雄委員 

 だから、今回、この段落で一つ、センテンスがあるんで。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 段落を変えずに、そのまま医療、介護が必要になったときには……。 

 

○ 中村久雄委員 

 そのまま続けて、医療や介護が必要になったとき、やったらわかるわな。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そういう手法もありますよね。 

 これ、ちょっと、国語が弱い私が――英語は強いんですが、国語が弱いので――後でち

ょっと国語の整理をさせていただいて。言っているその解説の意味は、ですよね。またち

ょっと正副で整理させていただきます。 

 ほかの部分で。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ８ページなんですけれども、17条、条文中には自立という言葉が入っておりまして、福

祉サービスのというふうにつながっていくんですけど、自立支援と福祉のあたり、合理的

配慮と自立支援というのは別のもので両輪だと思うんですよね、私は。自立支援をするこ
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とと、合理的配慮をすることが自立支援につながる場合もあるというのは、文科省なんか

は障害児教育についてはうたっているわけですけれども、自立に必要な福祉サービスを行

うというのが、何かちょっと違和感が僕の中であって。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 もう一度、今のところ。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 多分、障害者自立支援法の中における自立を指してここに自立と書いてもらってあると

思うんですけれども、差別解消法の中にある合理的配慮と、自立支援法の中にある自立と、

何かうまくマッチできているのかなという気持ち悪さというか、ごにゃっとしたものが、

今、見ておって。 

 あと、条例素案中には、自立という言葉、教育のところにも一言出てくるんですけれど

も、できれば逐条解説の中においても自立という文言を用いて、若干解説してもらってお

いたほうがすっきりするのかなというふうに感じたということです。 

 伴って、教育のところにある自立についても一度整理を――後ほどこれは提案させても

らいたいと思うんですが――図ったほうがいいのかなというふうに感じていると。 

 じゃ、自立した日常生活というのは、支援を必要としない日常生活のはずじゃないです

か。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 いやいや、そうではないですよね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 自立の支援を行うことによって自立、みずから立つわけでしょう。みずから立つために

必要な福祉サービスというのが何かちょっと、僕がぱっと見たときにわかりにくいなと思

ってしまったと。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 これ、例えばここは立つの自立だけが書かれていますけど、じりつには、自分で立つ自
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立と、自分を律する、自分で決定するという自律と両方包含されているのかなって僕自身

は思っているんですが、自立した生活、自分で立つ、自分で律する、決定するという自律

は、合理的配慮であったりとか福祉サービス、福祉的サービスを受けることによって、そ

れが成り立つということもあり得る。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 何か自立というのは、僕は結論なのかなと思っていて。支援というのはプロセスじゃな

いですか。福祉サービスというのもプロセスじゃないですか。それによって自立するんで

あって、自立をするために支援を継続するというのは、何か自立を維持するための福祉サ

ービスというのがちょっと僕、わかりにくくて。自立してへんやんみたいな。福祉サービ

スを受けていたら自立してへんやんって思ってしまうんですけど。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 この書きぶりやったらということですか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 何かそんな感じがして。ちっちゃな話なのかもしれんですけど、ちょっと気持ち悪い。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そういう意味でね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 はい。見たときに、何かすっと胸に落ちんというか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 自立と、それから福祉サービスや合理的配慮という関係性ではなくて、この書きぶりが。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 合理的配慮の末に自立が、先に自立があるというイメージで僕はずっとこの条例とつき

合っているもので、ここに、自立を営むために必要な福祉サービスの提供を……。 
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○ 竹野兼主委員 

 取りゃええんと違うの。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 サービスの提供の末に自立が達成されるんであればわかるんですけど、自立し続けるた

めにサービスを続けるというのは、ちょっと違うのかなって感じたんですわ。ちょっと僕

の言っている意味合いと委員長の書きたかった意味合いが、ずれがなければいいんですけ

れども。 

 だから、解説の中でそういったところが記されていれば、僕は別にこの文言でもいいと

思うんですが、解説上に自立が出てきてないので。 

 

○ 竹野兼主委員 

 今言われるみたいに、住まいに関する合理的配慮という形がそこのところに出ているの

で、あくまで言葉はそうやって書きたかったのかもしれませんけど、自立したという部分

のところ、取ってもいいんじゃないんですか。市は、障害者が日常生活又はという形で。

そうすると、福祉、住まいに関する合理的配慮という部分のところ、全然問題なくなって

しまって、気持ち悪いのはなくなるのかなと思う。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 議員間討議になるんですけれども。竹野さんの言われるとおりのところもあるんですけ

れども、でも、僕は、自立という言葉も残してほしいなとは思うんですけど、ここにこの

まま自立だけぽこんとあると、何か自立の意味が履き違えて感じられるような気がして気

持ちが悪いと。だから、解説上に自立についてちょっと触れていただくと……。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 逐条解説のところに、少し丁寧に。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 触れていただくと、僕もすっきりするのかなという。もやっとした感じ。 
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 そうなんです、竹野さんの言われるみたいに、ここの自立という文言がなかったら、わ

かりやすいんですわ。 

 

○ 竹野兼主委員 

 わかりやすいよな。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 すごくわかりやすい。けど、やっぱり自立してほしい気持ちがあるので。 

 

○ 竹野兼主委員 

 それはわかる。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 という。ちょっと、正副一任。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 国語力のない私に、そうやって……。 

 わかりました。今おっしゃっているところの意味合いは、僕は、そういう思いというか

は同じかなと思うので、ちょっと書きぶりが、そういうふうに思われるというのがちょっ

と僕の中では想像できなかったので、少し逐条解説のところでそれを補うようなところを

考えていきたいなと。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 後で長々になると嫌なので、ついでに。教育のところの自立との部分と関連して、雇用

についても、雇用者、事業者が合理的配慮をしなきゃいけないと、もうこれは当然のこと

なんですが、障害者が仕事をやめるときって、雇用側とのこじれもあると思うんですけれ

ども、家族が勝手にやめさせちゃうときもあるんですよ。なので、雇用の促進だったら事

業者の配慮だけでいいと思うんですけど、雇用の安定と書いた以上は、事業者の責務だけ

じゃなくて、自立を推し進める家族の配慮がないと成立せんのかなというふうにちょっと

感じましたので。 
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 これはもう関連で、正副一任。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そうですね。これ、今回じゃない。雇用のところ……。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 雇用と教育とで。雇用には自立が入っていないのと、事業者の責務にとどまっているん

ですわ。けれども、事業者の合理的配慮だけでは雇用の安定にはならないと。雇用の促進

であれば、事業者の合理的配慮で、僕は片はつくと思うんですけれども、雇用の安定、雇

用の継続という視点で見ると、いずれかといえば周辺にいる方たちのフォローが大切にな

ることも。自分もずっと障害者の方、雇用させていただいていたので、特に知的、精神に

ついては、身体の方は雇用側の合理的配慮で解決されることも多いと思うんですけど、知

的、精神については、いずれかというと、日常生活の中で触れている方たちの自立を促す

合理的配慮というんですか、ここの今、福祉、住まいに関する合理的配慮中にあるような

自立の文言と同様のフォローがないと、ちょっときついのかなと。必ず入れてほしい思い

はあるものの、正副一任。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 おっしゃることはよくわかりますし、議政研のときに視察していただいた名張のブリヂ

ストンなんかは、これは企業だけではなくて家族、その橋渡しの専職の社会福祉方面の職

員さんを雇用して、両方からサポートするというような配置をされている取り組みという

のが根底にはあって、ずっと――障害者雇用の雇用率だけではなくて――やっぱり雇用を

いかに継続させていく努力をしていかなきゃいけないかというのがこの文言で、それは、

樋口委員がおっしゃったように、雇用、事業主側だけではなくて、家族においてもという

意味合いですよね。 

 ただ、19条は雇用に関する合理的配慮になっているので、事業者側と、それから市はと

いう主語しかなくて、条文としては。解説も事業者の視点の解説になっているので、その

辺を少し、そういう今おっしゃったようなところの部分について加筆できるかどうかとい

うところですかね。加筆するとすれば、19条の雇用に関する合理的な配慮というところで

少し、雇用者と、それから家族の側面、両方との継続というか、働きやすい環境づくりに
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ついての努力というところですかね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 この条例を使って、さまざま協議会ができてきたり、あっせんについてとか出てくるわ

けですよね。その背景の中で、企業側だけの責務をうたってしまって、ここの条例にある

じゃないか、合理的配慮が足りないんじゃないかという話にもしなったとして、あっせん

の人たちは、じゃ、それは障害者自立支援法なんかも使いながら、いや、自立支援を家庭

の中とか身近な方が促していただくことも必要なんですよとか、仕事から帰ってきて嫌な

ことがあったときのフォローをどうするんだとかというのも、家庭の中で、そうそう、あ

なたの言うとおりね、そんな会社はやめちゃいなさいよと言うたらやめちゃうんですよ。

いやいや、確かにあなたもきょうはしんどかったね、でも、こういうところは直していく

とよりよくなるよねと言ったら続くんですよ。それを企業だけが全部フォローするという

と、おかしくなっちゃうと思うんですわ。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 おっしゃることはよくわかりますね。 

 少しその辺、逐条解説のところにそういうようなニュアンスを入れられるかどうかとい

うのを、一回ちょっと検討してみたいなと。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そうですね。そうやってしておいてもらったほうが、後々、実際に解決しなきゃいけな

い課題が出てきたときに、協議会の皆さん、困っちゃうと思うんですね。これだけで言う

と、企業が悪いと言うしかなくなっちゃうので。何か、家庭が悪いと言えというわけでは

ないですけれども、こういったところにも配慮することによって、雇用が継続されるんじ

ゃないかなという部分。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ただ、余りそれを書き過ぎると、条文とかに書いてしまうと、今度は企業側が、いや、

それは家族の責任じゃないかなとなってしまう可能性もあるので、その辺の書きぶりとい

うのは。条文ではなくて、やっぱりそういうふうに促進されるとなれば、逐条解説の中に
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そういうニュアンスを書き込むというのが一つの考え方としてはあるのかなというふうに

思いますので。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ぜひ検討いただければと思います。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 一回、ちょっとその辺……。 

 

○ 森川 慎委員 

 今、樋口委員のおっしゃったことはすごくよくわかるところで、企業だけではないと、

周りのサポートがというところをうたっていこうとすると、雇用のところだけじゃなくて、

そのほかのところにもがっと広がっていくのかなというところがあるので、雇用のところ

だけに、今、言ってもらったところをどこかに加えるとするならば、もうちょっと包括的

に、全体的を見渡せるようなところに、今の意味合いのことは書き込んでいかなあかんの

かなというのを今感じましたので、正副一任で。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 いやいや、それを一任されても困るんです。それはちょっと難しい。ちょっとそれは、

今、どういうことを言っておられるのか。それ、もう一回。 

 

○ 森川 慎委員 

 いや、だから、今、例として挙げてもらったのは雇用のところですよね。雇う側だけが

こうやって合理的配慮なり啓発の活動をしていくだけではなくて、障害者の方のご家族で

あるとか関係する人たちのサポートみたいなのが必要というお話だったと思うんですよ。 

 そういうことを考えていくと、例えば教育のところであるとか、住まいなんかもそうか

な、隣近所さん、隣のアパートに入るんやったらお隣さんとか、そういったところの配慮

ということも、今の話の大枠の中では必要とされるところなんじゃないかなと。教育にあ

っても、どこかのクラスに入って、そのほかの生徒の例えば親御さんであるとか、障害の

ある児童の親御さんもそうやし、いろんなそういったサポートというのは、今の話を雇用
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だけのところじゃないんではないかなというところが思ったので、余り限定するところで

はないのかな。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 おっしゃる意味はよくわかるんですけど、ただ、これ、法律的にいうと、先ほどちょっ

と議論していた第５条の市民等及び事業者の役割というところで、市民等及び事業者は障

害を理由とする差別をしてはならないというそもそもの前提というのは、事業者だけでは

なくて市民等についても規定しているというところが、法的にはそれが係ってくるんでは

ないかなと私は解釈するんですが。今、おっしゃっていることがね。 

 

○ 森川 慎委員 

 そういう技術的なところやったら、それはそういう考え方でというんやったら、雇用の

ところだけ改めてそうやって出していくというのは、逆に狭めてしまうんじゃないかなと

いう感覚もあるので。思いは多分みんな一緒なんですけど、条例として実効力のあるよう

にしていこうとか理念をうたっていこうとすると、どこかに限定してしまうと、今の考え

方はすごく大切な視点だと思うので、どこでうたうかというのはちょっとまだ今は結論は

出ませんけど、もうちょっと広く考えていかなあかんのかなというふうなことを思いまし

た。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 他の委員さん、ご意見ございません、この点に関して。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 他の委員じゃなくて申しわけないですが。 

 先ほどブリヂストンのお話が出たように、確かに大企業では、そういう福祉的職員を雇

うということもできると思うんですが、今現状として中小企業はどういうことをしている

かというと、作業所から一定の障害者の雇用を受け入れた場合は、作業所に従事している

福祉職員を――三方一両損ですわね――家庭の人、預けている方、それから行政、それで

事業者がそれぞれお金を出し合って、パートタイム的に事業所に常駐してもらうという格

好をとるわけですけれども、そういう制度はもう既にでき上がっていて、ある程度の企業
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がそういうのを活用しています。 

 しているんですけど、言うたら幼稚園や保育園の先生みたいな感覚です。よしよし、よ

しよしってしているだけだと、結局甘えていくばっかりで自立し切らんし、雇用による自

立を促して最賃を取ってほしいというのが事業者の思いなんですよ。福祉サービスから抜

けて最低賃金を取ってもらうようになってほしいと思うから障害者雇用を進めるんであっ

て、安い銭で何とか人を回そうと思っているところというのは非常に少ないんですね、昔

と違って。昔は多かったかもしれんですけど。 

 そういうときに、今の書きぶりだと、心ある事業所ばっかり苦しい思いをするなという

ふうに僕には見えちゃう、自分がそういう中小でやっていた立場からすると。家族と事業

所と行政で一緒になって自立支援を図っていきましょうよというときに、いやいや、企業

の合理的配慮が足りないやないかと言われたら、そんなんやったら、もう雇うのやめとこ

うかしらとなりますでね、それこそ。そうではいけないと思うんですよ。 

 みんながチームになれるような何か書き方を一言入れておいてもらえば、それは解説の

中でいいと思うんですわ。一言入れておいてもらうことで、ちゃんとチームをつくってや

らなあかんよということがこの中に示されていれば、僕はいいのかなと思っています。 

 以上です。安定ですからね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 それはよくわかるところなんですけど、それを入れると、でも、全部って言われると、

なかなか厳しいところがあると。全部事細かくそれというと、また難しいので。雇用のと

ころは、確かに事業主、事業者だけではなくて、やっぱりそういう双方の協力というのが

あって雇用の継続というのは促進されるのかなという意味合いはよくわかるので、そこは

少し書きぶりとして逐条解説のところの工夫は必要ではないかなって、今現時点で私はそ

う考えるんですが。 

 そういうところで、少し一回、もう一回整理させていただいてよろしいですかね。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 中川雅晶委員長 

 では、別のところで。 
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○ 荒木美幸委員 

 細かいところで済みません。細かい点で、国語的なことになるのかもわかりませんが、

２ページの第４条、市の責務の逐条解説の修正部分についてはありがとうございます。研

修をこのように行うということを明記していただきました。実際に市はやっていらっしゃ

ると思うのですが、こういうふうに書いていただくことによって、市民の方から見て市の

取り組みがよりわかりやすくなるのかなと思います。 

 実は、修正をしていただいた文の２行上に、具体的には、例えば、学校教育、地域や企

業への出前講座、イベントの開催、パンフレットやホームページなどでの周知啓発を行う

ほかという文章がくっつくと、この次の後の、研修を行うにあたっては例えば、と、例え

ばが続くのがちょっと何となく据わりが悪いような気がするんですけど、これは私だけで

しょうか。 

 なので、これはどちらかにするのか、あるいはどちらを取るかというのもあるかもしれ

ませんけど、文章的に少し落ちつく文章にしていただけるといいのかなと、その点だけで

す。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 わかりました。 

 ここ、ちょっとまた国語的に。例えば、例えばが続くんですね、これ。 

 

○ 荒木美幸委員 

 そうですね、はい。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 後ろの例えばを抜くとかという選択ですね。 

 

○ 荒木美幸委員 

 ここだけ見ると遜色はないんです。全体を読むと、この文章を読むと、ちょっと据わり

が悪いのかなと感じました。 

 以上です。 
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○ 中川雅晶委員長 

 わかりました。 

 

○ 森川 慎委員 

 修正箇所とかということでもないんですけど、今、研修のお話が出たのであれなんです

けど、いろんなところに研修の実施をするべきというのが条例の中に出てくるんですよ、

啓発のためのというところで。これって適切なんかなというのが。知らせていくようにし

なさい、啓発していきなさい、障害の差別をもっと可視化して解消できるようなふうにし

ていきなさいという意味合いはわかるんですけど、全部いろんなところに研修の実施をす

るようにというのが出てきておって、ちょっとそれに僕は違和感を感じておるもんで、啓

発に努めるものにするとか、何かそんな書きぶりでいいんじゃないかなというのが。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 例えば、どこを。 

 

○ 森川 慎委員 

 市の責務なんかでも研修の実施をすることって出てきますし、後ろのほうの医療のとこ

ろなんか、16条以降の医療のところなんかでも、16条の３項、深めるための研修を実施す

るよう努めるものとする、雇用のところも、１項めのところに研修の実施というのが出て

きますし、18条もそうですね、研修を実施する。何かそれは、逆に狭めてしまうところも

あるし、過重な負担になるんじゃないですかね、研修というのだと。 

 例えばポスターを張るのでも啓発で周知やし、理解を深めるためというのは、研修しや

んでも例えば職場でそんなお話をするという機会を設けていきましょうとか、そんな取り

組みをしていきましょうって呼びかけるだけでも、それはこの目的のための、啓発のため

の手段なんで、そこで必ずしも研修ってここにうたい込む必要があるのかなというのが。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 啓発というのは、広く知っていただいて、こうですよという告知的意味もあるでしょう

ね。研修って、みずからがもう少し深めていったりとか、どういうことが必要なんだろう
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かとか、体験したりとかということ。 

 

○ 森川 慎委員 

 文言はわかりませんけど、研修ってなると、ちょっとぐっと狭まってしまうような。頻

発しているので。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 でも、大前提で、啓発をしていこうというのは、うたっていなかったっけ。 

 

○ 森川 慎委員 

 うたってありますけど。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 それぞれの合理的配慮のところで推進をするときに研修という書きぶりで、事業者であ

ったりとか、いろんな団体の中であったりとか、医療や福祉の中で、そういう観点の研修

でそうしていきましょうという。 

 まだまだ、例えば当初、障害者差別解消法であったりとか合理的配慮とかという言葉―

―この委員会ではもう大体そんな違和感なく捉えてきましたけど――まだまだ市民であっ

たりとか、また医療や介護の事業者であったりとか、公共交通の事業者であったりとかと

いうのはまだまだ知られていないというか、何をしたらいいかよくわかってないというの

は現実としてあるというのを前提にすれば、少しそういうところの研修をしていただいて、

知っていただくということも促進策かなと。 

 

○ 森川 慎委員 

 研修してもらうのは大いに結構なんですけど、研修に限ってしまうんじゃないかなとい

うのが、この書きぶりだと。伝えるなり理解を深める方法というのはいろいろあると思う

ので。研修は、大まかな中の一つの研修であって、もうちょっと大枠を包含できるような

言葉に置きかえてもらったほうが、条例としてはふさわしいのではないかなと思いますが。 

 

○ 中川雅晶委員長 
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 要は、事業者とか市民に対して研修して知ってくださいねと。例えばそういう中からい

ろんな合理的配慮であったりとかいろんな配慮が生まれた場合、それは、一般社会に促進

されるように市はいろいろ啓発や、また表彰とかという形で進めていくと、広く社会の中

に浸透していくようになると。もっといけば、例えば民間事業者なんかがそういう配慮を

することによって、ビジネス的に、要は企業としてのイメージであったりとか企業として

の新たなマーケティングを開拓するという、そういうことによって促進されるという意味

合いもあって、まずはそういうことを企業の風土として、一つのつくり上げていく中には、

研修という言葉。そんなにまずいですか。 

 

○ 森川 慎委員 

 何か事務的というかイベント的な意味合いが出てくるような。例えば交通のところで、

第18条の１項ですと、障害者にとって必要な環境の整備並びに障害及び障害者に対する理

解を深めるための研修の実施に努めることにする。障害者に対する理解を深めるよう努め

るものとするでも、別に意味はそんなに。そのために研修をしなさいって定めるべきなん

ですかね、ちょっとわからないですけど。 

 

○ 日置記平委員 

 ずっと聞かせてもらっておったんで。ずっと初めから聞いていると、この中の単語、言

葉だけを捉えると、言葉の勉強、もう全部もう一回やり直さなならんね、単語を全部拾い

出して。だから、まずはつくることが大事で。この条例もできたら、それで完璧で終わり

ということではないので、100％のものをつくるということは、これはもう無理でしょう。

だから、そこそこという日本語は難しいけど、そこそこのものでまずつくり上げないと、

ないものを、ゼロを、もうこれで形が、ほぼ方向性はあったんで。余り言葉尻だけで捉え

ると、到着するところにゴールが見えなくなるので、その辺のところ、お互いに理解をし

て進めていくということは、ちょっと我々メンバー、意識してほしいなというふうに思い

ます。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ありがとうございます。 
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○ 日置記平委員 

 広く、熱い思いで語るほうがええのかな、ちょっとそんなことを思いました。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そうなんですよ。今、大変重要なところを指摘いただいて、例えば公共交通であったり

とか公共施設、全てが障害者の方が合理的配慮が行き渡って快適に、そのことがもう何不

自由なくなるようにという思いはあるんですけど、いきなりそれはなかなか難しいという

現実もあって、まずはそういうところから知っていただいたりとか、市の促進策であった

りとか、そういう企業に表彰して市民の方に知っていただくことによって、より民間事業

者にそういうことが普及されるようにというところから始めるというところで。この部分

がもう陳腐になってくれば、条例の見直し条項もありますので、その時点で随時時代に適

して見直していくということもあり得るのかなと思うので。 

 そういう意味で、ちょっと研修という、乱発と言われれば乱発ですけど、まずは知って

もらわなければ、本当にそれが適切なのかなというのもやっぱり検証していただきながら、

それぞれの事業体によってやり方というのが、合理的配慮ってやり方というのはそれぞれ

違うと思いますので、また、障害の特性に応じても違うと思いますのでというところの。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 私も日置委員と考え方は同じ。先ほどばっと言ったやつも、正副一任というのは、もう

最後は味つけしてくださいねという意味合いで、必ずしもこういう文言で入れてください

という話ではないんですけれども、委員長の言われることも非常によくわかるので、まず

は合理的配慮という物事がいろんなところに浸透することのほうが大切だからこそ、ここ

に研修という文言が置いてあるというのもよく理解できるんですけれども。 

 これ、ちょっと事務局のほうに確認させていただきたいんですが、見直しの条項で５年

を超えないごとにというふうにありますよね。もし委員長の中で、何年ぐらいを目途に合

理的配慮という考え方を浸透させたいということがあるのであれば、例えば初めて施行さ

れて１回目の見直しは３年とか、委員長の中で一定のゴールがあるなら、時限的に１度目

の見直しだけは早目に行うようにということを設定することができるかどうかというのを

事務局に確認できればと思うんですが。 
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○ 中川雅晶委員長 

 事務局、５年を超えない期間ごとに検証を行えというか、別に５年ではなくても、必要

とあれば２年でも３年でも見直しをすることが可能な条文になっていますよね。 

 事務局、いつまで。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 多分ぎりぎり５年ですよ、こうやって書いてあったら。多分、こうやって書いてあった

ら、５年たたないと見直さないですよ。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そうですかね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 議会のほうからまた議提していけば別かもしれないですけれども。 

 よくあるじゃないですか。いろんな役員規程とかでも、ただしという、初めての任期は

何年とするみたいな。そういう感じでもし書けるんであれば。そこでまだ浸透が進んでい

ないということであれば、改めて研修にしていけばいいでしょうし、委員長の思いの中で

何年ぐらいしたら合理的配慮というのが一定浸透するだろうというのがあるんであれば、

そういうゴールの定め方もあるのかなというふうに思ったということで、これも意見にさ

せてもらいます。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 何年というのはないです。それは早いにこしたことはないんですけど、じゃ、来年そう

なるかというと、それもなかなか厳しい状況です。 

 ただ、これは５年を超えない期間ごとに見直しということは、１年でも２年でも、例え

ばこれをもとに、この部分についての合理的配慮というところの見直し、改正の発議をし

ようと思えばできないわけではないですし、見直し、検証することも可能なわけですよね。 

 ただ、５年を超えて何もしないということはだめですよという条文じゃないですか。だ

から、別にそれは問題ないかなと思いますし、その時代に応じてこれを見直すということ

は全然やぶさかではない条文になっているんじゃないかなと僕自身は思うんですが。全く
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例えば、この条例を政策条例と言いながら、条例を制定して何らどこも変わらないとなれ

ば、大きな問題がどこにあるのかなというのは僕らは検証したい、少なくとも私は。やっ

ぱりそこは検証しなきゃいけないですし、問題点というのをやっぱり突き詰めていかなき

ゃいけない責務はあるのかなというふうには思うんですが。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 例えばみんなのスポーツ応援条例なんかだと、スポーツ推進計画というものがあって、

スポーツ推進計画というのがエビデンスになって、年限を切って更新の時期が定められて

いるわけなんですが、ここにある５年というのは、何を指標に５年にされているのかだけ

問わせていただいてよろしいですか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 障害計画って、３年でしたっけ。 

 

○ 田中障害福祉課長 

 障害福祉課長、田中です。 

 障害者計画については、計画期間は５年になっております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 じゃ、例えばこの５年の後に、ただし障害者計画を見直す時期を一つの目途にみたいな

ことを書いておいたら、今の障害者計画の見直しのときに、同時にこの条例を見直すとい

うふうにヘッジをかけておいたほうがいいんではないかなと思うんですが。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 でも、逆に、そこにそんなにこだわる必要が僕はあるのかなって思いますし、今は、障

害者計画というのは５年で見直しなさいってなっていますけど、それも、100％それがず

っと永遠に続くというわけではないですし。その都度必要となれば、いつでも見直せる状

態にしておいたほうがいいんではないかなとは思うんですが。 

 

○ 樋口龍馬委員 
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 解説の中には、障害者計画の見直しの後の適当な措置を講ずるためのものというふうに

書いてあるので、特に１回目については丁寧に、そこの時期に合わせるというのをもし解

説の中に入れられるのであれば、入れたら落としどころになるのではないかなという意見

でありまして、それ以上私は議論をするつもりは全くございませんので、これで終わらせ

てもらいます。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ちなみに障害者計画は、次は、新計画というのは何年度から始まりますか。 

 

○ 田中障害福祉課長 

 今の計画が終わるのが平成30年度になりますので、次期計画は平成31年度からの５カ年

になります。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 というところですよね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 うまくそろってくるならそれでいいと思うんですけれども。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そうですよね。これ、ぴったりと合わすのがいいわけではないのでというところはあり

ますよね。そことなるべくそごがないような形でという、見直しするというところという

書きぶりとかというのをちょっと考えて……。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 済みません、最後に。 

 委員長がこの条例をつくるという話をし始めたときに、スケジュールを組むぐらい密に

やっていきたいんだという強い思いを言ってみえたもんで、計画とリンクさせること等が

必要なのではないかなと委員として感じたというだけです。もうコメントです。 
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○ 中川雅晶委員長 

 当初は全くの別の計画、障害者差別解消計画というのも想定していたので。 

 でも、今はそうではなくて、いろいろ視察とかをさせていただいたりとか検証した中で、

やっぱり今ある障害者計画の中にどれだけ実効性を担保していくかということが必要かな

と思いますし、次の総合計画の策定の時期もだんだん迫ってきているので、それも重要な

時期にこの条例が制定されるのかなという思いはありますので、その辺は留意しながら策

定をしていきたいし、少し解説のところもという部分もありますが、条例の見直しはいつ

でもできるということだけはご理解いただければと思います。 

 

○ 日置記平委員 

 委員長、懐が広いんでいつでもできるとおっしゃったけど、まず、この条例が一応承認

を受けてスタートします。すると、それに関係する部門からいろいろ意見も出てくるでし

ょう。まずは家庭があって、それから教育現場の子供たちや学校があって、そして就労し

た事業所があって、行政があって。もう一つ、忘れてはいけないのはハローワークという

部門もあるわけですが、雇用の関係で。そういうところから、この条例ができたことによ

っての情報収集はやっぱりあるでしょうから、それはどこが集められるかといったら、課

長のほうに、恐らくそちらへ集中すると思うのね。収集して行政側で全部コントロールし

ていければそれはそれでいいけど、これはやっぱり、その条例を見直すべきだという判断

は、あなたのほうもやっぱりしっかりと受けとめておいてもらわんといかんと思う。する

と、今後は、これが委員長のほうに返ってきて、そこからどうしようかというのが、１年

目からもうあるのか、５年ぐらいたってもうそろそろ見直すべきかという、そこへいくの

かという判断をしなきゃいけないと思うんですが、まずは、これができたら情報収集を的

確に判断して、行政側の障害者ポジションの課長は、しっかりその辺のところを把握して、

きちっと修正すべき段階に来ているのかどうかということを、やっぱり議会側のほうにも

出してもらうということさえすれば、うまくいくんではないかなというふうに思うんです

が。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ありがとうございます。そのように進めていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 
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 ほかの部分で、特に修正したところは、ないですかね。 

 

○ 川村幸康委員 

 森川さんが言うておった差別をしてはならないというのは、どこにつけるとええと言っ

ておったんかなと思って、さっきの話で。 

 

○ 森川 慎委員 

 今、この修正で出てきたのだと、第５条で市民等及び事業者は障害を理由とする差別を

してはならないということで書かれているんですけど、市とか全部がやっぱり含まれるべ

きだというふうなことを思っておるので、特出しで、もっと３条に差別の禁止みたいなの

を持ってくるようなことにして、まず差別の禁止というのを僕はうたってほしいなという

のが、さっき言わせていただいた意見です。 

 

○ 川村幸康委員 

 わかりました。 

 そうすると、基本理念のところやろう。３条の基本理念かなと思うんやけど、もともと

禁止法でしたかったのが解消で個別になったんやろうけど、障害を理由とする差別の解消

の推進に関する条例やで、ここで、個別のここのところに入ってきたら、差別の禁止は、

私は入れてもいいと思う。基本理念のところに。それはやっぱり入れておかんと、原点や

で。差別がないんやったら、こんなの要らんのやで。だから、あるという前提で私は、や

っぱり基本理念のところにこれはうたうべきかなと思っておるのが私の意見。 

 それと、森川さんが言うておった研修、それから行政が一番やりやすいやろうことなん

やろうけど、さっきも、あらゆる差別をなくす条例やと、やっぱりもう少し入り口が広く

て、総合的かつ必要な施策をするとか推進するというような形のものにしてあるで、そこ

の条例文の整理は少しそういうふうにしていったほうがええのかなというふうに思いまし

た。 

 それと、気になったのが、民生委員と児童委員さんの名を消して、それはプレッシャー

になるでとかいう話やったんやけど。医療、介護で、市がこうやっておるのに、保健、福

祉、医療、民生委員、児童委員を抜く抜かんという話があったみたいやけど、余りようわ

からんもんで。市が委託してやっている行政委員やと、これ、二つだけ、もっとあるの、
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ほかにも。特に市が具体的に動いてもらうんは、障害者の方々に対して、どうなのかなと

思って。 

 

○ 田中障害福祉課長 

 福祉の面で動いていただくのは民生委員児童委員が主になりまして、あとは、個別の障

害に限定して、障害の当事者の方に障害者相談員という形で、障害をお持ちの方のピアカ

ウンセラー的な形でお願いさせていただいておる方がおみえになります。 

 以上です。 

 

○ 川村幸康委員 

 だから、その他の関係者に入るんやろうけど、私は、きちっとそれはわかりやすく、民

生委員さん、児童委員さん、それから相談員さん、支援員さんに、努めるものとするとい

うのはうたっておかなあかんことかなと思うんやけどな。 

 少し厳しい言い方になるかわからんけど、日置先生もさっき言うておったけど、まず始

まることが大事で、空気のようにこれが広まっていくことが大事なんやろうけど、主体的

に私らも含めてやけど、行政が条例をつくったことによって仕事していかないかんように

なる中におくと、その仕事が、ある程度背景も見やすく段取りしやいように。だから、民

生委員さん、児童委員さんにも、こんなのできたのでこうですよとか、そこは明記してい

く。危惧するのは、研修やあんなのが多いのは、研修やそんなのだけでは困るんやわな。

だから、総合的に。 

 それともう一つは、やっぱり障害者の当事者の人の意見が来たときに、それをこの条例

をもとにしてやれるようなことにしておくべきやと私は思うておるもんで。そうすると、

今のところの言う民生委員児童委員さん、それから障害者の相談員さん、そこらの人と支

援に努めるものとするというのはうたうべきかなと思うんやけど。 

 そこだけです、ちょっときょう気になったのは。あとは別に、うまくもうつくってもら

っておるなと思うています。 

 文言修正、樋口さんやいろんな方が言うておるやつは、できてくると必ずこういう議論

になるんやわ。前の自治基本条例でも、これで10回ぐらいいったこともあったで、でき上

がってくると、そうなる可能性が大なんやわ。ああでもない、あれもこれもってみんな思

ってくるで、できるまでに。だから、ある程度のところでやるという整理はしていかんと、
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もう一遍特別委員会、来期もなるで。 

 いやいや、本当にそういう議論になるんやわ。それから、見直し。つくってもないうち

から、見直しも出てくる。前もそうやったんやわ。まだできてもないのに見直しという話

になるで。そこはちょっと、きちっと委員長が采配を振って、それでやってもらえればえ

えで。もうそれで決めていかないかんわ、もう。 

 今言ったようなところの少し具体性を帯びた空気で進んできたときに、行政含めて関係

する人らが、この条例をつくってもらうとこういうふうに市が変わってきたねみたいな話

にならんとあかんのかなと思うておるので。条例というのはそういう狙いやろうでな。 

 だから、例に出すには少しおかしいかわからんけど、例えば法で厳しかったんは、飲酒

運転の厳罰とか飲酒運転の罰金をするとか、ああいうことをしたら、自然に人の意識が飲

酒運転はあかんという意識になってくるのと一緒で、例えば差別解消の条例は、まずは最

初に、差別をしたらあかんのですよということをうたっておいて――禁止なんやでな、差

別は――その上で、さまざまな施策は、障害者計画もあるんやで、少し当事者がそこは足

らんというようなところをきちっと補うようなものに、この条例で、なお空気が強くなる

ような圧をかけるみたいな感じになっていきゃ、それでええのかなと思うておるので。だ

から、その辺でもう後は、次に完成が出てきて、もう終わりましょうというぐらいにやら

なあかんわ。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ありがとうございます。まず、もう私たちの任期もゴールが見えてきていますので、ぜ

ひその辺はよろしく考慮の上、今、川村委員がおっしゃったように、完成度を上げて制定

というか上程できるように持っていきたいなというふうに思っていますので、ご協力よろ

しくお願いいたします。 

 それと、16条の福祉、保健、医療のところに、民生委員児童委員というのを削除したと

いうのはなぜかというところですが、条文の解釈でいくと、市は、障害者が安心して医療

及び介護を受けることができるよう、福祉、保健、医療はこれは当たり前なんですが、こ

こに民生委員児童委員、その他の関係者と連携して支援に努めるものとするということに

なると、例えば解釈によっては、医者に行かなきゃいけないというときに、連れていって

ほしいと、例えば民生委員や児童委員さんに連れていってくれと言われたときに、この条
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文をもとに解釈すると、それはもう自分の自家用車で連れていかなきゃならないようなこ

とを許容してしまうという、またそうやって誤解をされるというような趣旨にとられかね

ないんじゃないかなということで。もちろん全然連携しないということではないんですけ

ど、民生委員や児童委員さんの連携の仕方というのがあって、そういう直接的に通院のお

手伝いをするということが任務ではないものですから、その辺の誤解を受けないために、

少し特出ししていたのを削除したというところはあるので、民生委員児童委員さんが何も

しないというわけではないんですが、その他の関係者という形での連携。その連携も、じ

ゃ、どういう連携なのかというところの読み込みで、下のところ、少し連携というところ

で、十分に情報交換するなどの連携を図りというところの書きぶり、逐条解説のところを

少し書き直したというところが意図というところはあります。 

 ご存じのとおり、民生委員さんのなり手不足というのも非常に危惧をされているところ

ですし、民生委員さんからこういうことを言われたときになかなか、例えばそうやって直

接的にしてくれって支援を求められたときに、それをお断りしたら条例違反になるとかと

いうことになることは少し避けたいかなという配慮はあって削除をしたというところが、

正副のご提示させていただいた理由の部分です。 

 

○ 川村幸康委員 

 正副で民生委員児童委員を、そういう意味で。そうやけど、民生委員も児童委員も委嘱、

市からお願いするときに、そういうの入っておるわね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 いや、そこまでは入っていない。 

 

○ 川村幸康委員 

 いやいや、だから支援をするというのは入っておるわね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 もちろんそうです。 

 

○ 川村幸康委員 
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 ただ、今、委員長が言うような、拡大していって車に乗せて病院に連れていくというよ

うなことは、できるできやんという話ではないやろうで。それが、その中に入っておるの

かな、これに。 

 私は、どっちかというともっと薄く広く捉えておって、特に、障害者の人やら子供らで

困っておるそういう障害の人らがおるのは、児童委員や民生委員さんに頼るし支援しても

らうということなので、私らしておるわなというほうのが強いのと違うのかな、どっちか

というと。積極的なほうのが強いし、それともう一個、私は、障害者の相談委員さんって

おりますやんか。あっちの人は、やっぱり載せてもらうことによって、私はええのかなと

思うておるところがあるもんで。それはもう見解の相違やわな。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 身近な相談としての機能というのは非常に重要ですね。民生委員さん、児童委員も、そ

こは、そういうところの連携をしたりとか、ほかにつないでいく役割というのは、大変重

要かなと思うんですが。 

 ただ、全てが全てではないんですけれども、例えばそうやって民生委員さんにお願いを

されて自家用車で連れていかれて、その途上で事故があったとかということも報告されて

いる部分ではあるので、それは、少し民生委員さんの仕事としてはそこまでということは

求めていないのかなというところもあって、そこまで、これをこういう形で明記してしま

うと、そういうふうに解釈をされるというおそれがあるのかなというところで、少し配慮

させていただいたというところが理由です。 

 ほか。 

 これ、先ほど川村委員、基本理念の中に、四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差

別を無くすことを目指す条例というのを、これに基づいてというのが書いてあるんですけ

ど、それとは別に、基本理念の中に、全ての人は障害を理由として差別をしてはならない

ということもここに入れたほうがいいというご意見ですか。 

 

○ 川村幸康委員 

 条例をつくる事務的なあれはないんやけど、例えば第３条で、障害を理由とする差別の

解消は次に掲げる事項を基本としてというところがあるやないですか。そこの大前提に、

差別はしてはならないということがあるといいのかなと思ったもんで。 
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 部落差別、ここでも来ておるのやけどね、それで。（１）、（２）、（３）ってあるけ

ど、基本理念でね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例の目的の第１条のとこ

ろに、あらゆる差別を無くすための市及び市民の責務並びに市の施策について必要な基本

事項を定めることにより、全ての市民が人として尊重され、明るく住みよい人権尊重都市

四日市市の実現に寄与することを目的とする、というふうになっていて、その差別も、部

落差別、それから女性差別、障害者差別、外国人差別などというふうに障害者差別も明記

をされているというところは。市民の責務としても、市が実施する施策に協力するととも

に、基本的人権を相互に尊重し、みずからも差別及び差別を助長する行為をしてはならな

いということが第３条で市民の責務として明記をされているものですから、これの条例を

もってという考えでというのをずっと説明してきたんですけど。やっぱりそこを強調した

ほうがいいですか、さっきの。 

 

○ 川村幸康委員 

 強調という意味じゃなくて、そもそもやけど、障害者差別禁止法からこれになったとい

ういきさつも考えると、それぞれの自治体で、多分そこのニュアンスは変わってくると思

うておるんですよ、私は。多分つくっていくのが。政府に近いほうやと多分、禁止という

のをうたわんやろうし、そうじゃなくて、やっぱり禁止法にするべきやったという考え方

が強いほうは禁止法というので、差別の禁止というのを、やっぱり各個別になったら、個

別のところでは言ってもええという話なんやで、全体的に禁止法にしようとするときには

ノーやったんやで、各条例で私は禁止、そこのニュアンスがないと空気のように広がらん

よというところなんやわな、禁止をうたわんと。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 わかりました。 

 ほか、この件のところでこれだけは言うておきたいっていうのは。大体、言い尽くされ

ていますかね。一回、ちょっとその辺で。 

 もう一回言う。森川さん、わかっているよ。 
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○ 森川 慎委員 

 さっきから、言葉なんですが、委員長、部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くす

条例をもとに、これを書かなかったんだということは……。 

 いや、違うの。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 いやいや。 

 

○ 森川 慎委員 

 それを根拠に書かなかったんだという技術的な問題だというような説明をずっとされて

きたと思うんですけど、改めて上位法の条例を見ておっても、差別を禁止するみたいなこ

とは書いてないですよね。例えば３条で、市民は規定により市が実施する施策に協力する

とともに、基本的人権を尊重し、みずからも差別及び差別を助長する行為をしてはならな

い。市はいろんな活動をしなさいとは書いてありますけど、文言として差別をしてはいけ

ませんということは明確にはうたわれてないのかなというようなことも思うんですが、そ

の辺はどうなんですかね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 いやいや、その後に、するとともに基本的人権を相互に尊重し、みずからも――これ、

みずからというのは、市民みずから――も差別及び差別を助長する行為をしてはならない。 

 

○ 森川 慎委員 

 市民は書いてもらってあるけど、例えば市とか行政機関とかその辺というのは、ここで

はうたわれてないのかなというふうなことも思うんです。これを見ておったら、それがな

くすよというような思いというのはわかるんですけど。今さっき、ちょっと前に委員長が

こんなのがあるのでというようなお話やったことを考えて、またもう一回改めて見直すと、

明確には差別をしてはいけません、行政としてもしてはいけませんという言い方としては、

これ自体は文言としては弱くなっておるのかなというようなことは感じるところなんです

けど。 
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○ 中川雅晶委員長 

 森川委員がおっしゃるのは、市民だけではなくて、行政も含めて、市民も含めて、もう

全てに高らかにうたうべきやというご意見ですね。 

 

○ 森川 慎委員 

 はい。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 それも第３条の基本理念のところに合わせて。３項じゃなくて。 

 

○ 森川 慎委員 

 理念というか、ほかの自治体さんなんかを見ていると、もう差別の禁止という項目でば

っと出ておるので、そこの書き方はあれですけど。例えば今、県がしようとしておるので

もそうやって出されておるし、国の法律、もとの差別解消法を見ても、行政機関における

障害を理由とする差別の禁止であるとか、事業者における障害を理由とする差別の禁止と

いうことがうたわれておるので。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 条としてですね。 

 

○ 森川 慎委員 

 文字として残していくというか、明記をしていくのは大切なことなんじゃないかなと私

は思っているんですけど。もうあかんのやったら、皆さんに。 

 

○ 谷口周司委員 

 明記のところなんですけど、きょういただいた資料の三重県のところの資料の中の最後

に、ちょっと見ていると、三重県に障害者差別解消条例をつくる会さんというのが、主な

県内の障害者団体や関係団体及び個人の方がつくられているところが、三重県にこの条例

に対する要望という形で出している中に、７というところに、何人も障害を理由として差
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別すること、その他の権利を侵害する行為をしてはならないこと等々を明記してください

というような、こういった要望もそういった団体さんからも県に出されているということ

は、やはり明記を望んでいるというのも一つなのではないかなと思いますので、これは県

に出されたほうなので参考になるかどうかあれですけど、この辺も検討の一つに入れてい

ただけたらなと思います。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 わかりました。禁止の部分を明確にするというところのご意見がかなり強いのかなと思

いながら感じておりますので、一回ちょっとそれ、最終素案のときに、正副で一度協議し

て皆さんの前に提示をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほか、大分もうダウン寸前になってきましたけど、修正したところで、ここはというと

ころはないですかね。 

 外のところで、じゃ、外のところで、少し、じゃ。 

 

○ 森川 慎委員 

 条例の先ほど修正の５年云々というお話で議論してありましたけど、こういうところに

障害者の当事者からの声を聞くようにするとか、そういう意見を取り込んでいくみたいな

ところ、ここがふさわしいのかはわからないんですが、そういった人の意見を積極的に聞

いていかなければならないというようなところをどこかに盛り込んでほしいなというのは、

今、思います。今というか……。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 それは、四日市障害者差別解消支援地域協議会というのをこの条例で設置して、そこに

は、当事者から意見を聞くという場所というか、機会というのは担保されているのかなと

は思うんですが。 

 14条ですよね。障害を理由とする差別を解消するために必要な施策について市長に意見

を述べることができるって、その他障害を理由とする差別を解消するため必要な事務を行

うとすると言っていて、協議の委員の中には、障害者またはその家族というのも入ってい

ただいて。さまざまな、いろんなお声は、この間も相談とかというところの窓口で受けて

ということもあるし、そういうトラブルの解消については、この協議会の中であっせんま
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で、勧告まで、もちろん公表を含めた、担保したあっせんまでできるというふうになって

いるというところにはなっているとは思うんですが。 

 

○ 森川 慎委員 

 なっていると言われると、その中もなっているんですかね。 

 障害者差別地域支援協議会がそういう機関だという位置づけなんですかね。障害のある

人の声を反映していくみたいな。しっかり聞いて、それに市としては応えていきますよみ

たいな、その辺が全体を通して弱いのかなと。地域協議会に全てを、それを委ねる。それ

で、それがそういうふうにできるんだったらそれでもいいんです。ちょっとわからないで

すけど。その辺、意見を聞くというところが弱いんかなというのが思いました。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 障害者の皆さんからいろんな意見というのはあるんですけど、それをどう集約して合意

形成を図って施策に展開できるものというのは、やっぱり順序がないと、言うだけ聞くだ

けではなかなかそれは施策に反映されないので。当然、障害者施策推進協議会とか、それ

から、今回この障害者差別解消については、障害者差別解消支援地域協議会というのがそ

の受け皿になっていくのかなと。最終的に施策展開するに当たっての強い協議体になって

いくのかなというふうに私は思っているんですけど。もちろんいろんな声がね。これ、議

会も議員もそういう責務を負っていますので、いろんな声を聞いたら、この条例に照らし

合わせて、それは施策展開として、施策、政策のあり方としてどうやということは、どん

どん議会のほうからも提案をしたりとか政策立案をするということを可能にするために条

例をつくっているという部分もありますので、いろんな聞き方があるとは思うんですけど。 

 

○ 森川 慎委員 

 そういうことであれば。皆さんどう思うかわからんですけど。 

 これ、ちょっと今、見ていて思ったんですけど、地域協議会の中の14条ですけど、10人

とかこの辺って、直すという話は前にしていませんでしたっけ。これはよかったのか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ですけど、ここは行政のほうも、ほぼこの条例とは関係なしに、障害者差別解消支援地
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域協議会というのは設置に向けて準備をされていて、その中で、なるべく機動的にこの協

議会を運営したいということで10人以内をもって組織するという形で、それに合わせてい

るというところなんですけど。 

 

○ 森川 慎委員 

 それはわかっているんですけど、これ、前の中で、こんな人数を決めるのはよくないん

じゃないかみたいな話ありましたね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そういう意見もありましたね。 

 

○ 森川 慎委員 

 それはそれで、もう……。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 そのままで……。 

 じゃ、皆さんの意見、ここ。いやいや、消しておくという選択肢もないことはないと僕

は思いますが、その辺どうかなと。ちょっと判断しかねたので、そのままにしていますけ

ど。余り人数をふやしても動きにくくなるという、機動力を上げるために10人以内でとい

うことで。例えばこれが、やっていて、思いのほか案件が多くて10人だけでは回せないと

かってなれば、それこそ先ほどの条例の見直しじゃないですけど、例えば、いろんな分科

会とかいろいろ組織体をつくるに当たって、15人になったとかという場合は改正等をして

いただいて、その辺はやっていけるんじゃないかなというところの判断はあります。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 ちょっといいですか。 

 先ほどの意見で、第２章のところで、身近で誰でもが相談しやすい仕組み、ここの部分

で、先ほどの障害者の方々の相談を受けるという部分のことを考慮した部分というふうに

理解しております。 

 補足です。 
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○ 森川 慎委員 

 相談ということじゃなくて、僕が言いたかったのは、この障害の条例ができて、これを

またブラッシュアップしていくなり改善していくときに、しっかり障害者の人のそういっ

た意見を聞いていくという意味で、具体的な案件があって相談を受けるとかじゃなくて、

条例なり市の施策に対しての意見を、障害のある人に意見を聞くということを。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ４条中に明記してある。４条に書いてある。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうか。これで合理的……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 森川 慎委員 

 今、樋口委員から、市の責務の第４条のところの３項に、合理的配慮の取り組みについ

て、積極的に障害者の意見を聞き、障害を理由とする差別を解消するために必要な施策に

ついて調査及び研究を行うものとするということで書いてあるので、合理的配慮に限定さ

れますよね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ちょっと委員長、よろしいですか。 

 ４条の３項の中にある、意見を聴き、の中で、この条例改正についても包含されている

という理解でいいでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 もう一度。 

 

○ 樋口龍馬委員 
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 条例改正するに当たって、障害者当事者の皆さんの意見を聞き入れるような体制が欲し

いということを森川委員は言っているわけでありまして、４条３項の中にある障害者の意

見を聴き、というところに、条例改正に対する意見というのもある程度含まれるというふ

うに理解してよろしいでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 もちろんそうですよね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 それでいいんじゃないでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 確かにいろんなご意見伺う中においては、いろいろ協議体、当事者のご意見を聞きなが

ら施策反映するという協議会というのは、これに限らずたくさんあるんですけど、なかな

か声を聞き切れていないっていったりとか、せっかく声を出して意見を言っても、なかな

かそれが施策に反映されないとかというところのご意見とか問題点というのはあるのかな

というふうに認識はしているんですけど、それがなるべく。でも、だからといって会議体

をたくさんふやせばそれがいいというわけではなくて、今回、障害者差別解消については

地域支援協議会が、そういうあっせん等のトラブルの解決と、それから施策反映をするた

めの協議体という二つの任務をこの条例の中には付加させていただいているという部分で、

まずはそこで、施策反映の合議体としてはいいんではないかなと思います。これが、やっ

ぱり不十分であったりとか委員の構成が少し問題があるなとなれば、やっぱりそれは検討

していかなきゃならない部分はあるのかな。それは、先ほど樋口委員が言われたように、

条例改正の一つの議題というか一つの案件というか、ではあるかなというふうには思いま

す。 

 ほか。ほかのところ、ありますか。 

 

○ 谷口周司委員 

 条例の見直しというところで、今回５年を超えない期間ってしてもらっているかと思う

んですけど、今までいただいた、参考資料とかでいただいている明石市も名張市も八王子
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市も千葉県も、また国の障害者基本法も、結構３年を目途にというふうになっているとこ

ろが多いかと思うんですけど、一度、５年を超えないと、３年を目途って、見た感じには

やっぱり３年目途ぐらいにしておいたほうがいいんじゃないかなというのはちょっとあり

ましたので、これはもう意見として、検討だけでもしていただければと思います。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 これ、テクニック的に何か短いほうがいいみたいな感じはするんですけど、じゃ、例え

ばほかの条例をつくっても、じゃ、検証をやっているかどうかというのはなかなか難しい

ところで。短ければいいかという問題ではなくて、これは５年を超えない期間ごとに検証

しなきゃいけないですよと義務づけて、別に３年でも２年でも１年でも改正をしようと思

えばいつでも改正できますし、検証しようと思えばいつでも検証はできるという。年数、

それはもう３年のほうが格好ええとなれば、これを３年に変えればいいだけの話ですけど、

それを変えてもそんなに意味はないかなって私自身は思っています。 

 

○ 谷口周司委員 

 今までもらったところは全て３年やったので、なぜそこで５年という期間というのをあ

れかなと思いましたので、言わせていただきました。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ５年は、これは障害者計画と大体リンクして、その年数だけはね。ただ、でも、条文か

ら見て５年たたなければ検証できないという条例ではないので、３年でも、例えば議会の

中でこれを検証すべきであるというのが出れば当然検証しなければならないというふうに、

僕は、合意形成が図れれば検証する作業というのは拒むものでは全然ないとは思うんです

けれども。そこには、例えば当事者団体とか、いろいろ声が上がってきて、これは少し問

題があるんじゃないかとかとなれば検証を進めていく、思いのとおりこの条例が、思った

とおりになかなか施策展開されていないとなれば、５年を待たずしてもやっぱりやってい

かなきゃいけないというのは、これは、逆に私たち議会のほうの議員の役割でもあるのか

なというふうには思います。 

 ほか。 
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（なし） 

 

○ 中川雅晶委員長 

 条例の条文のところでは、それぐらいですかね。 

 あと、きょう、あわせて前文の案も出させていただいたんですけど、それはどうですか

ね。 

 あわせて、前文と、それから条例の名称ですが、今までずっと仮称にしていたんですけ

れども、もう仕上げていくと、その先にはパブリックコメントをしなければなりませんの

で、もうそのときに条例の名称についても検討しなければならないんですが。 

 今までも、この委員会の中で、条例の名称についての案があれば、こういう文言とかと

いうのはどしどし意見をいただいても結構ですよと。今のところは余り、条例の名称につ

いてはありませんので。 

 

○ 豊田祥司委員 

 前文のところなんですけれども、今回、合理的配慮という言葉が障害者差別解消法で出

てきて、この言葉がないので、ちょっと差別だけに偏り過ぎているのかなと。合理的配慮

で、障害者の方たちが困ったこととか、差別まではいかないけれどもそういうところにも

配慮しなさいよという部分が、前文にも入ってきたほうがいいのかなというのを思ったん

ですけれども。合理的配慮という言葉を入れるというのか。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 前文の中にも合理的配慮という言葉を入れなさいということです。 

 

○ 豊田祥司委員 

 そうですね。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 この条例の定義も合理的配慮が入っていますし、合理的配慮のそれぞれの分野別も、条

文というか、それぞれの条で合理的配慮の推進というのをうたっているのでというのはあ

るので……。 
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 言葉自体は、合理的配慮がいかに市の条例としては大切かというのは、条文を見ていた

だければわかるのかなとは思うんですけど。 

 それはどうですか、皆さん。ご意見。 

 

○ 森川 慎委員 

 合理的配慮を求めることが目的ではないので、ここには、そうやって普通に障害がある

人が暮らしていくことが困難で余り取り組みが進んでいないということがうたわれている

ので、何もその文言にこだわる必要はないのかなというのは私は思いますが、いかがでし

ょうか。差別をやっぱりなくしていくということが一つの大きな大前提ですので、こうい

う感じでいいんじゃないかなとは思いますけど。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 僕も、この中にあえて合理的配慮という言葉を入れなくても、そのことは何となく伝わ

るのかなと。後の、それから、条例の中身を見ていただければ、どんどん合理的配慮につ

いて推進というのが明記をされているのでいいのかなとは思うんですが。 

 その他、ご意見ございますかね。 

 

（なし） 

 

○ 中川雅晶委員長 

 この辺でということで、いいですかね。 

 あと、条例の名称について、何かこの文言だけ入れておいてくれとかというのは。 

 

○ 日置記平委員 

ありません。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 じゃ、次回、正副で一度、条例の名称案というのもご提示させていただいて。これ、案

を提示した途端にいろんな意見が飛んでくる。前もって言っていただくと非常にありがた

いんですが。 
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 一回、じゃ、ちょっと正副で、こういうような案でどうでしょうというのを提示させて

いただきたいと思いますので。ぜひ、次回、固まるような形でご提示させていただいて、

少し固めていきたいなと思いますので、ご協力のほうをよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に次回の日程なんですが、今後の日程というところで、２月８日木曜日

の午後１時半、もしくは２月13日の午前10時からもしくは午後１時30分からなんですが。 

 ２月８日１時半が難しいという方、おられますか。 

川村委員ですね。２月13日難しいという方、おられますか。大丈夫ですかね。 

 ２月13日の、では、午前、午後、どちらがいいですか。午前が都合いいという方。午後

のほうがいいですか、午前。 

 

○ 川村幸康委員 

午後のほうがいい。 

 

○ 中川雅晶委員長 

 じゃ、２月13日午後１時30分でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 中川雅晶委員長 

 ありがとうございます。 

 じゃ、次回は、２月13日火曜日午後１時半から当特別委員会を開催させていただいて、

パブリックコメントに向けた最終の特別委員会の案をなるべく固めていきたいなと思いま

すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 本日は、長時間にわたり休みもなくご審議いただきまして、ありがとうございました。 

 以上で閉じます。ありがとうございました。 

 

                                １１：５８閉議  

 


